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                             （開会 ９時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 日程第１、議案第１号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 皆様、おはようございます。 

 いよいよ本日から議案の御審議をお願いをいたすわけでございますが、ど

うぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

 早速ただいま上程をしていただきました議案第１号、長崎県市町村総合事

務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、提案理由の御説明を申

し上げます。 

 本議案は、外海地区衛生施設組合が平成２４年３月３１日をもって長崎県

市町村総合事務組合から脱退することに伴い、本組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び本組合規約の一部を変更することについて、地方自治法第

２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 規約の変更点につきましては、別表第１の組合を組織する組合市町村及び

別表第２の組合の共同処理する事務と団体を改めるもので、平成２４年４月

１日から施行するものでございます。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１号は、会議規則第３９条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから議案第１号の討論を行います。 

 反対、賛成、いずれでも結構です。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議  長 （山口経正議員） 

 討論なしと認めます。 

 討論を終わります。 

 これから、日程第１、議案第１号、長崎県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第２、議案第２号、長与町印鑑条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２号、長与町印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 我が国に入国・残留する外国人が年々増加していることを背景に、外国人

の公正な在留管理を行うとともに、外国人の利便の増進及び市町村等の合理

化を図るため、平成２１年７月１５日、出入国管理及び難民認定法及び日本

国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特

例法の一部を改正する等の法律が公布され、新たな在留管理制度が導入され

ることになりました。 

 この新たな在留管理制度の導入に伴って、現行の外国人登録制度は廃止さ

れ、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるために住民基本台帳法

の一部を改正する法律が平成２４年７月９日に施行されます。 

 住民基本台帳法の一部を改正する法律の主な改正点は、外国人住民が住民

基本台帳法の適用により、外国人住民についても住民票が作成されるもので

ございます。 

 本条例は、これに伴い、長与町印鑑条例についての所要の改正を行うもの

でございます。 

 主な改正点といたしまして、第２条及び第４条の改正は、外国人登録法の

廃止に伴う印鑑の登録資格及び登録制限について条文を整理するものでござ

います。 

 第６条の改正は、外国人の印鑑登録事項を加えるとともに、登録された事

項についての磁気媒体等での調整を加えるものでございます。 

 第１１条及び第１２条の改正につきましては、印鑑登録の消除及び印鑑登

録証明書について、条文を整理するものでございます。 

 附則につきましては、第１条において、この条例を法律の施行日に合わせ

平成２４年７月９日から施行することとし、第２条において印鑑登録の取り

扱いについて経過措置を定めるものでございます。 
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 以上が本議案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２号は、文教厚生常任委員会に付託し

ます。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第２号は、会議規則第４

６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第３、議案第３号、長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第３号、長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 先ほど提案をいたしました長与町印鑑条例の一部を改正する条例にて説明

をいたしましたとおり、新たな在留管理制度の導入に伴い現行の外国人登録

制度が廃止され、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるために住

民基本台帳法の一部を改正する法律が平成２４年７月９日に施行されます。 

 本条例は、これに伴い、長与町国民健康保険条例について、所要の改正を

行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、第４条に規定をいたしております被保険者と

する外国人等について、外国人登録法の廃止により削除するものでございま

す。 

 附則でございますが、この条例は法律の施行日と合わせ、平成２４年７月

９日から施行するものでございます。 

 以上が本議案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 



 

－ 238 － 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第３号は、文教厚生常任委員会に付託し

ます。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第３号は、会議規則第４

６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第４、議案第４号、長与町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第４号、長与町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 国におきましては、地方公共団体との関係を対等の立場で対話のできる新

たなパートナーシップへ根本的に転換をし、地域のことは地域の住民が責任

を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくっていくため、地

域主権改革を進めております。 

 こうした取り組みとして、国の義務づけ・枠づけの見直しと条例制定権の

拡大、国と地方の協議の場の法制化などを柱とした地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわ

ゆる第１次地域主権改革一括法が平成２３年５月２日に公布され、４２の法

律が整備をされました。 

 また、義務づけ・枠づけの見直しと条例制定権の拡大に加え、基礎自治体

への権限移譲を盛り込んだ第２次地域主権改革一括法が平成２３年８月３０

日に公布され、１８８の法律が整備されたところでございます。 

 本条例は、第２次地域主権改革一括法により水道法が改正をされ、水道の

布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に
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ついて条例に委任されたことに伴い、新たに制定するものでございます。 

 それでは、条文に沿って御説明を申し上げます。 

 第１条では、本条例の目的を規定をいたしております。 

 第２条では、布設工事監督者を配置する工事の基準を規定しており、水道

法第３条第８項に規定する水道施設の新設工事のほか、第１号及び第２号に

掲げる工事といたしております。 

 第３条では布設工事監督者の資格基準を、第４条では水道技術管理者の資

格基準をそれぞれ規定をいたしております。 

 これらの者の基準を定めるに当たっては、政令で定める資格を参酌するこ

ととなっており、水道法施行令及び水道法施行規則の規定に基づき、必要な

学歴や実務経験について定めるものでございます。 

 なお、附則におきましては、本条例の施行日を平成２４年４月１日といた

しております。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 １８番。ただいま説明をいただいたんですが、ちょっとまだ十分理解でき

ておりません。委員会に付託される予定ですけども、少しだけ全体わかるよ

うな中身でお答えいただきたいと思いますけど、つまりここの今回の提案で

は地域主権改革のそういう法整備の中で、これまでは水道法に基づいてこう

したいわゆる管理責任の部分が整備されてたのをその法律の改正によって長

与町で条例を制定するということで、具体的にはこの中身自体がいろいろ工

事監督者だとか水道技術者の管理だとかという部分が変わってくるというわ

けではないというふうな形で確認していいものなのか。いわゆる工事をする

側は特別何ら変わらないと、法律と条例というような形で変わっていくとい

うふうな形でとらえてよろしいものなのか、そこをお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 馬木水道課長。 

水道課長 （馬木信一君） 

 お答えいたします。 

 今までは水道法施行規則、水道法施行令によって、それに準じて工事とか

資格基準を参考にしておりましたけど、今度は新たに地方公共団体の条例で

定めなさいというふうに決まりましたので、そちらの方で資格を基準を決め

て、それに基づいて工事とか行うようになるということでございます。以上

です。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 
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 １８番 （河野龍二議員） 

 済みません。ちょっとよく聞き取れなかったんですけども、何かじゃあ、

変わる部分があるのならば少し具体的にどこがどういうふうに変わるものな

のかというところも教えていただきたいというのと、つまりこういう部分は

今までは条文で制定されてて、町が具体的に何かをしなければならないとい

うことはなかったと思うんですけども、これによって町が何をすべきことに

なってくるものなのか、その辺も含めて、いわゆる新たな仕事という部分で

はどういうものが発生してくるものなのか教えていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 馬木水道課長。 

水道課長 （馬木信一君） 

 今までとこれが制定されたことによって変わる部分はございません。新た

な部分も発生をいたしません。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 わかりました。つまりいわゆる法整備の中で法律で定められた部分が条例

に変わってきたということで、具体的に何か変わるという部分がないという

ことですけども、例えばこれは配置だとか工事をするに当たってのそういう

部分なのかなというふうに思うんですが、いわばこの上位法があった中でも

特別これによってその担当するそこの、いわゆるこれは県になるんですかね、

県なりが何かをこういう条文に基づいて具体的にやってた仕事というのはど

ういうものなのですかね。わかりますかね。この条例、いわば上位法があっ

たと思うんですよね、水道法の。それが変わったということで、水道法があ

った時点でいわばこの法律を管理する上で仕事やっていく分は県だったのか

なというふうな感じがするんですが、その県においてこの法律に基づいての

重立った仕事というのはどういうものだったのかなと、ちょっとそこら辺を

わかれば説明していただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 馬木水道課長。 

水道課長 （馬木信一君） 

 県ではなくて町の方で行う部分がございます。一応町の方で行ってたとい

うことで理解をしていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 今までの。もう一回。 

水道課長 （馬木信一君） 

 町の方で行ってる部分でございます。県ではなくて町の方で行ってた部分

でございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第４号は、建設産業常任委員会に付託し

ます。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第４号は、会議規則第４

６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第５、議案第５号、長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第５号、長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の一部を

改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 先ほど御提案をいたしました議案第４号において御説明をいたしましたと

おり、国における地域主権改革の取り組みとして、地域主権一括法が公布さ

れたところでございます。 

 本条例は、第２次地域主権改革一括法により社会教育法が改正をされ、公

民館運営審議会委員の委嘱の基準に関する規定について条例へ委任されたた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 条例の主な改正点といたしましては、第６条第１項の改正は、これまでの

社会教育法により引用しておりました委員の委嘱の基準について、文部科学

省令に基づき、条例の中に明記するものでございます。 

 また、同条第２項・第３項の改正は、図書館協議会との整合を図るため条

文を整理し、第２項で委員の定数を、第３項で委員の任期について規定する

ものでございます。 

 なお、附則につきましては、本条例の施行日を平成２４年４月１日といた

しております。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 
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 １２番、喜々津英世議員。 

 １２番 （喜々津英世議員） 

 １点お尋ねをいたします。従来の第６条３項では、特別の事情が生じた場

合は教育委員会は任期中であっても解職することができるというものがうた

われてあったんですが、めったにこういう解職することができるというのは

ほかの審議会委員とかそういったものはなかったんですが、これだけ残っと

ったのは、外したというのはどういう事情があって外されたのか、それを尋

ねたい。 

議  長 （山口経正議員） 

 和泉生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  先ほど町長の提案理由の中にもございましたけれども、他の委員会との整

合性を図るための条文整理というのが一つございます。 

 それとこれまで解職というような事例というものございません。近隣の条

例等の調査をいたしました結果、この条文は必要はないというふうに判断を

させて今回条文の整理をさせていただきました。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑終わります。 

 ただいま議題となっています議案第５号は、文教厚生常任委員会に付託し

ます。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第５号は、会議規則第４

６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第６、議案第６号、長与町図書館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第６号、長与町図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 
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 先ほど御提案を申し上げた議案第４号において説明をいたしましたとおり、

国における地域主権改革の取り組みとして、地域主権改革一括法が公布され

たところでございます。 

 本条例は、第２次地域主権改革一括法により図書館法が改正をされ、図書

館協議会委員の任命の基準に関する規定について条例へ委任されたため、所

要の改正を行うものでございます。 

 条例の主な改正点といたしまして、第１条の改正は、条例の制定根拠とし

て図書館法第１６条を追加をし、図書館協議会に関する規定を条例で定める

ことを明文化したものでございます。 

 また、第６条の２については、第１項で協議会委員の任命の基準を、第２

項で委員の定数を、第３項で委員の任期をそれぞれ規定するものでございま

す。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６号は、文教厚生常任委員会に付託し

ます。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第６号は、会議規則第４

６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第７、議案第７号、長与町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第７号、長与町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本町の町営住宅の現状につきましては、東高田、西高田及び岡岬町営住宅
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の３団地で１６４世帯が入居をされている状況でございます。 

 今回の改正は、先ほど御提案を申し上げました国における地域主権改革の

取り組みとして公布をされました第１次地域主権改革一括法により公営住宅

法の一部が改正をされたため、所要の改正を行い、あわせて例規の見直しに

よる条文の整理を行うものでございます。 

 主な改正内容についてでありますが、第６条の改正は、公営住宅法第２３

条第１項第１号の入居者資格のうち、同居親族要件が法律の施行日をもって

廃止となるため、本町におきましては、引き続き同居親族要件を必要といた

したく、条例において措置を行い、所要の改正を行うものでございます。 

 第７条、第２９条及び第５２条の改正は、第６条の改正に伴う条文整理で

ございます。 

 また、これらにあわせ条文を明確にするために、条例全般にわたり「公営

住宅」または「住宅」と規定している箇所につきまして、その内容に応じ

「町営住宅」に語句を整理・統一をいたしております。 

 なお、附則におきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日とい

たしております。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 ここまでが大体議案４号から７号までがこの地域主権改革の法整備の中で

の条例の改正等々ですが、まずはやはり先ほどのやりとりの中で特に法律に

基づいて自治体が仕事してた部分を条例に変えていくという部分なのかなと

いうふうな感じがしてますが、そもそもこのいわゆる地域主権改革という法

の必要性といいますか、その具体的なものをもう少し詳しく説明していただ

ければ。ここによると地域の自主性及び自立性を高めるということでありま

すけども、この法律の改定に当たっての根拠といいますか、国の上位法で変

わってきたというところがあるんでしょうけども、どのように受けとめられ

ていらっしゃるのか、その辺のことを少しお伺いしたいなというふうに思い

ますけど。 

議  長 （山口経正議員） 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 今の御指摘になりました考え方でありますけれども、今、政府は、地域主

権ということで、これ地方分権等々の問題からこういう問題が出てくるんで

すよということを国は説明をしておられます。 

 しかし、これはもう長崎県の町村会もそうでありますけれども、先般全国

の町村会の中でも一方的に押しつけをするな、もっと国と地方が対等な立場
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でパートナーシップを持っていくためには地方の意見を十分聞いていただい

て、そしてその改正をするべきだといういえばそういう申し入れ、要望を政

府あるいは民主党の方にも行ってきたわけでございます。要は今、地方にと

りようによりましてはあなた方のいえば自主権を高め、権利を高めるという

ふうに言われるわけでありますけれども、これは私もずっと言ってきてるん

ですけれども、仕事をするためには人と物と金が当然伴う、そういうものに

ついてどう考えていらっしゃるのか。仕事だけやって、それは政府の方は、

あるいは管理を今までしてきた側はスリムになるかもわかりませんけども、

私ども受ける側は当然そこには人もお金もかかるわけでありまして、それな

りのものをやっぱり出していただかんとうまくそれが整合していかんという

ことを申し上げているわけでございます。これはもう恐らく全国町村会の中

で広まっていくだろうというふうに思いますけれども、要するに地方が受け

ていいものは受けていいですけれども、財源措置、使途、そういうものも含

めてもっと地方の話をよく聞いていただいて、そして施行してほしいという

要望は現状いたしておるわけでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 そういう中で必要性に迫られて今回のこうした条例の改定もあるというふ

うに思うんですけども、そういう部分では公営住宅法の中では同居基準の廃

止がされてる中で、引き続きそこは今回条文に盛り込んで具体的に今の入居

条件が変わらない形の中でのことは示されてるというのが一定評価したいと

思いますけども、もう一つ、これはちょっとそういう質問していいのかどう

かよくわからないんですが、今回、先ほどいわゆる地域の自主性、自立性と

いう部分では、これは私が以前一般質問した入居基準の中でいわゆる自治会

加入の問題、こういう部分も場合によっちゃあ今回のこうした法の改正の中

では地域の自立性、自主性の中でそういう部分が盛り込まれなかったのかと

いうところができなかったのかなという部分で、ちょっとその辺ができる、

できないも含めて御答弁いただければなというふうに思いますけど。 

議  長 （山口経正議員） 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 まず、この自治会のとらまえ方でありますけれども、これはあくまでそこ

に住んでいらっしゃる皆さん方の任意組織だということで国はとらまえてい

るようでございまして、なかなか自治会の加入・未加入、そういう問題につ

いては上がっていないようでございます。 

 ようやくこれは盛んにこのごろ、東日本の震災も含めてでありますけれど

も、きずなということがよく言われるわけでありますけれども、そのきずな

の原点はやっぱり地域のコミュニティーをどうしてきたのかということが問

われている、そういうことがよく言われます。長崎県におきましては、新し

い県の事業としてコミュニティーの推進のために行政事業を組んでやるとい
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う知事の話でございます。そういうことで、私もそのとき発言をさせていた

だいたわけでありますけれども、当然そういう状況で住んでいただくという

ことは大変ありがたいわけでありますけれども、自治会の未加入、そういう

ものについてもう少し踏み込んだ対応が欲しいということを申し上げた。そ

のとき県の方からも、あるいは各市の方からも来たわけですけども、長与の

方は今大体自治会加入が８５パーぐらいのところにある。長崎市あたりはも

っとぐっと低いわけですね。これはそういうこと言えばまた皆さんから怒ら

れるかもわかりませんけども、まだうちはよかったいなという思いをしたわ

けで、もう自治会加入が５０％とか６０％とかというそういう地域もあるよ

うでございまして、やはりこのことは私どもが行政を進めさせていただく立

場の上からもこの長与の場合は特に自治会に加入していただければもっと地

域の連帯、連携が深められていくというふうに思っておりまして、私どもも

このことについては大きな行政課題の一つというふうに位置づけをいたして

おりまして、今後もこの未加入につきましては加入をしていただきますよう

な努力をしていきたいというふうには思っております。 

 ただ、国の方は、そこまで何かまだというか、具体的なあれは出てきてい

ないようでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第７号は、建設産業常任委員会に付託し

ます。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第７号は、会議規則第４

６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることに決定しました。 

 日程第８、議案第８号、長与町地域自立支援協議会条例、日程第９、議案

第９号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を一括議題とします。 

 ただいま一括議題としています議題について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 
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 ただいま一括上程をしていただきました議案第８号、長与町地域自立支援

協議会条例、議案第９号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し

上げます。 

 初めに、議案第８号、長与町地域自立支援協議会条例についてでございま

す。 

 この条例は、長与町における障害者の地域生活を支援するため、その中核

的な役割を果たす協議の場としての長与町地域自立支援協議会の設置、組織、

運営に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

 第１条は、この協議会の設置について規定したものでございます。設置根

拠といたしまして、障害者自立支援法第７７条第１項第１号の規定に基づき

制定をするものでございます。 

 第２条は、協議会の任務について規定をしたものでございます。第１号で

は委託相談支援事業者の運営評価を行うこと、第２号から第８号までは障害

者の支援のために障害者福祉に関する事項や関係者による連携及び支援体制

等に関し協議することを規定したものでございます。 

 第３条、第４条及び第５条は、地域自立支援協議会の組織について規定し

たものでございます。委員の定数を２０人以内で構成し、その委員は行政機

関、支援事業者、医療関係者、障害者等の福祉に関する活動に従事する者な

どの中から任命することといたしております。また、委員の任期を２年とし、

委員の中から会長を選出し、協議会を代表することを規定をいたしておりま

す。 

 第６条は、協議会の会議の開催方法、会議の成立及び議事の決し方等につ

いて規定したものでございます。 

 第７条は、委員の守秘義務を規定したものでございます。 

 第８条は、条例の施行に関し必要な事項に関し、町長に委任する旨の規定

でございます。 

 なお、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日といたしておりま

す。 

 以上が議案第８号の主な内容でございます。 

 続きまして、議案第９号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 本条例は、ただいま御提案を申し上げました長与町地域自立支援協議会の

設置に伴い、当協議会の委員の報酬及び費用弁償につきまして規定するもの

でございます。 

 改正の主な内容は、別表の町長の部に長与町地域自立支援協議会会長の報

酬として日額７,４００円、委員として日額７,０００円を定めるものでござ

います。 

 なお、附則につきましては、本条例を平成２４年４月１日から施行するこ

とといたしております。 

 以上が議案第９号の提案理由の御説明でございます。 
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 議案第８号、９号につきましては、以上が主な内容でございます。よろし

く御審議のほどお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 まず、議案第８号について、質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 １８番。本件も委員会に付託されますが、少しだけお伺いしたいと思いま

す。障害者自立支援法が始まって６年、７年ぐらいですかね。今障害者自立

支援法については、今後廃止、見直し等々の方向が進められてる中でなぜ今

この自立支援協議会の設立なのかなというところで、その辺についてお伺い

したいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 平田福祉課長。 

福祉課長 （平田清史君） 

 なぜ今の設立かと申しますと、自立支援改正法というのが制定をされてお

りまして、それに基づいて平成２４年の４月１日までにはこの協議会を設立

するということが厚生労働省の課長通知で来ておりますので、それに従いま

して今回改正をお願いしたところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 いわば新たな法律に向けての取り組みで受けとめていいものなのか。ただ、

これまでもこの自立支援法が進められる中でこうした任務の中のこういう部

分というのは比較的いろいろと協議の必要性があったのじゃないかなという

ふうに思うんですけども、その辺については今まではどのような形で対応さ

れていたのでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 平田福祉課長。 

福祉課長 （平田清史君） 

 これは相談事業が今まで県の事業となっておりました。それで平成２４年

度から改正法になりまして、町の方でするようになりましたので、今回のこ

の協議会をもちまして地域の自立支援のネットワーク強化と申しましょうか、

これの中にまた県も入ったりとか、関係の福祉事務所とか、保健所とか、医

療機関とか、サービス提供事業者、それともちろん障害者本人の方たちもこ

の中に入りまして、総合的な形で障害者の福祉の事業の情報提供なりとかサ

ービス提供をネットワークを図って向上させていこうというものでつくられ

ております。 

 それと先ほど改正と申しましたが、これは設立でしたので、どうも申しわ

けありませんでした。 

議  長 （山口経正議員） 
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 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第９号について、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第８号、議案第９号は、文教厚生常任委

員会に付託します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第８号、議案第９号は、

会議規則第４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了する

よう、期限をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号、議案第９号は、３月２２日までに審査を終了するよ

う、期限をつけることに決定しました。 

 日程第１０、議案第１０号、長与町税条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１０号、長与町税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 本条例につきましては、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図

るため、地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正す

る法律等が国会において可決され、この法律が公布、施行されたことに伴い、

長与町税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 

 第９５条の改正は、県たばこ税から町たばこ税へ税源移譲によるもので、

１,０００本につき４,６１８円を５,２６２円に引き上げる改正でございま

す。 

 附則第９条の改正は、町民税の分離課税に係る所得割の額の特例を定めた

条文で、その条文を削除する改正でございます。 

 附則第１６条の２の改正は、条文の整理及び先ほど御説明をいたしました

第９５条の改正と同様、旧３級品に係るたばこ税の県から町への税源移譲に

よるもので、１,０００本につき２,１９０円を２,４９５円に引き上げる改

正でございます。 
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 附則第２２条の改正は、昨年６月の第２回定例会で可決をいただきました

東日本大震災に係る雑損控除額の特例を定めた条文を所得税法及び地方税法

が一部改正されたことにより改正するものでございます。 

 附則第２５条の改正は、附則第２４条の次に１条を加えたもので、平成２

６年度から平成３５年までの１０年間、個人町民税の均等割を５００円引き

上げる改正でございます。 

 次に、附則でございます。 

 第１条では、本条例を公布の日から施行することといたしております。た

だし、附則第９条の改正規定及び附則第２条の規定は平成２５年１月１日か

ら、第９５条、附則第１６条の２第１項の改正規定及び附則第３条の規定は

平成２５年４月１日からそれぞれ施行することになっております。 

 第２条は町民税に関する経過措置を、第３条は町たばこ税に関する経過措

置をそれぞれ規定をいたしております。 

 以上が本議案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１０号は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま総務常任委員会に付託しました議案第１０号は、会議規則第４６

条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第１１、議案第１１号、長与町介護保険条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１１号、長与町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 



 

－ 251 － 

 長与町の介護保険事業につきましては、介護保険法の規定により、３年で

１期とする事業計画により運営をいたしております。平成２３年度は、第４

期の最終年度となっております。 

 今回、平成２４年度から平成２６年までの３カ年の事業計画を策定をする

に当たり、サービス見込み量を推計をし、介護保険運営協議会において５回

の審議を重ねていただき、長与町老人福祉計画・第５期介護保険事業計画を

策定をいたしました。この計画に基づき、介護保険料の改定について提案す

るものでございます。 

 まず、第１４条の改正は、第１項中、適用期間を平成２４年度から平成２

６年度までといたしております。また、第１項第１号から第７号までに掲げ

る第１号被保険者の保険料の額をそれぞれ改正するとともに、新たな所得段

階を設け、その保険料の額を９万７,２００円にいたしております。 

 第３２条及び附則第４項の改正は、今回の改正に合わせて条文を整理する

ものでございます。 

 なお、附則におきましては、第１項及び本条例の施行期日を平成２４年４

月１日といたしております。 

 また、経過措置として、第２項で、平成２３年度分までの保険料につきま

しては、なお従前の例によることと規定をいたしております。 

 さらに、第３項及び第４項では、平成２４年度から平成２６年までにおけ

る保険料の特例として、改正後の第２段階と第３段階の間に所得段階を１段

階設け、その保険料の額を４万２,１００円と、第３段階と第４段階の間に

１段階を設け、５万８,３００円とそれぞれ規定をするものでございます。 

 以上が本案の主な内容でございます。 

 なお、議案に参考資料として保険料の新旧対照表を添付をいたしておりま

すので、御参照を賜り、御審議を賜りたいと思います。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 この議案も委員会に付託される予定なので、その中で詳しく議論がされる

と思いますが、一つだけ伺いしたいと思います。今回の提案は、第５期の介

護保険事業計画のもとで保険料の引き上げが提案されております。先ほどの

提案、町税の部分でも一定町民税の負担がふえてくると。昨年は国民健康保

険税が数年ぶりに引き上げられるということで、今回介護保険も引き上げら

れるということで、非常に負担増が町民の生活を大変苦しめるのではないか

というふうに予測されます。そういう意味ではこの介護保険については国の

方もいろいろと保険料が上がることからいろんな努力をするようにというふ

うな部分が示されてるようです。そうした努力をした結果、こういう状況に
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なったものなのか、もう一つ、今回基準額でいいますと６万４,８００円と

いう金額になっております。これが県下でどうした、あちこちの県下の自治

体聞いてみますと、先日は長崎新聞でも介護保険料の引き上げが提案されて

るという状況もありましたし、各町でも今回保険料の改定がされてるようで

す。そうしたことを踏まえてこの長与町の６万４,８００円というのが県下

でどれくらいの位置にあるものなのか、その２点をお伺いしたいというふう

に思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 藤井介護保険課長。 

介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  お答えします。 

 努力した結果でそうなったのかということでございました。この事業計画

につきましては、平成２１年度からの第４期の実績等を積み上げながら、２

６年度までの予想、推計をいたしまして立てた金額でございます。努力をし

たと申しますのは、この推計につきましてはかなりシビアに数をつかんでき

たところでございます。 

 それと次に、県下の状況ということでございます。各保険者とも今回の２

月議会、３月議会に提案をしております。ですからまだ決定という段階では

ございませんけれども、今の把握できている範囲では現在長与町、１９保険

者がございまして、上から９番目と。第４期が２１保険者ありまして、５番

目でしたので、若干順位的には下がったということになろうかと思います。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１１号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第１１号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 場内の時計で１０時４５分まで休憩します。 
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（休憩１０時３０分～１０時４５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１２、議案第１２号、町道路線の認定についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１２号、町道路線の認定につきまして、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 議案の後に位置図、路線図を添付をさせていただいておりますので、あわ

せて御参照を賜りたいと思います。なお、路線図は起点を丸、終点を三角で

表示をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今回認定をお願いする路線は、高田郷城の平地区に民間開発で宅地造成に

伴う道路整備によるものでございます。 

 路線としては、団地名がアップルタウンと命名をされており、町道アップ

ルタウン線として、延長１８５メートル、幅員６メートルでございます。 

 以上、道路法第８条第２項の規定に基づき、町道路線の認定をお願いする

ものでございます。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑ありませんか。 

 １７番、西田 敏議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 ちょっと念のため、町道の名称が非常にユニークでございますが、今まで

町道でこういう固有名詞、普通町道何号線というものについて、例えばニュ

ータウンあたりでも町道はイチョウ通りは町道名の名称ではないわけですよ

ね。ほかにこういう例がどれくらいあるのか教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 平野建設部長。 

建設部長 （平野光夫君） 

 今、議員さんが言われたニュータウンのイチョウとかそういう名称のやつ

はありますけども、今回アップルタウンとしてというのが多分初めてかなと

思いますけども。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 いいですか。 

 暫時休憩します。 

（休憩１０時４８分～１０時４８分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 平野建設部長。 

建設部長 （平野光夫君） 

 済みません。ちょっと私勘違いしてまして、団地名、例えば緑ヶ丘とかサ

ニータウンとか、そういうところの同じ名称使ってサニータウン何号線、緑

ヶ丘何号線という名称あります。私ちょっと個人的にアップルタウンという

のが果物とかそういう解釈でほかにありませんということで言いましたけど

も、団地名に関しましては同じ団地名を使った路線が先ほど言った緑ヶ丘、

サニータウン等がございます。済みませんでした。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 大体わかりましたけれど、サニータウン線とかそういう大きな団地の名称

ならば理解はできますけれども、これ地図を見る限り１０何世帯の団地です

よね。あと延長する計画もあるのかどうかわかりませんけど、少なくとも行

きどまった道に見えますけれども、こういう名前をつけ出すと今後の小さな

開発でもユニークな名前をつけて、ひとつ団地の宣伝にも使おうかというよ

うなことも多く考えられると思いますけど、この町道の名称のつけ方につい

てはいろんな規定はないんでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉村管理課長。 

管理課長 （吉村 了君） 

 規定はございません。今回アップルタウンにした理由といいますか、小さ

い団地でしたけども、わかりやすい路線ということでちょっと団地名を入れ

させていただきました。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１２号は、建設産業常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第１２号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を
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つけることに決定しました。 

 日程第１３、議案第１３号、平成２３年度長与町一般会計補正予算（第５

号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１３号、平成２３年度長与町一般会計補正予算（第５号）につきま

して、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 今回の補正は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ６,２７５万円を減

額をいたしまして、補正後の総額を１２４億２,６３２万１,０００円とする

ものでございます。 

 補正の主な内容につきましては、２ページからの第１表、歳入歳出予算補

正により説明を申し上げます。 

 歳入の１款町税では、町民税、固定資産税、町たばこ税及び都市計画税を

増額計上をいたしております。 

 ８款地方特例交付金及び９款地方交付税の普通交付税では、交付額の決定

により増額計上をいたしております。 

 １３款国庫支出金では、長与小学校校舎建築事業費の２３年度分事業費に

対応する公立学校施設整備費負担金の減額と学校施設環境改善交付金の増額、

同じく今年度事業費に対応する市街地整備総合交付金の減額等を計上いたし

ております。 

 １４款県支出金では、福祉医療費補助金、安心こども基金事業費補助金の

増額等を計上をいたしております。 

 １５款財産収入では、財政調整基金を含め各基金からの運用収入と、財産

売り払い収入を増額計上をいたしております。 

 １６款寄附金では、一般寄附金１件、民生費寄附金１件、ふるさと長与応

援寄附金４件、合わせて６件の御寄附を計上いたしております。 

 １７款繰入金では、財源調整のための財政調整基金繰入金の減額と、歳出

の執行見込み額による財源調整としての地域福祉ボランティア基金繰入金の

増額及び義務教育施設整備基金繰入金の減額を計上いたしております。 

 １８款繰越金は、確定額のうち未計上分を増額をいたしております。 

 ３ページの１９款諸収入には、後期高齢者医療健康診査委託費の増額と、

長崎県市町村振興協会市町村配分金の減額を計上いたしております。 

 ２０款町債では、それぞれの事業費の変更、特定財源の調整及び発行総額

抑制の観点から、最終予定額に合わせた補正額を計上をいたしております。 

 続いて、４ページからの歳出の主なものについて説明を申し上げます。 

 ２款総務費では、財政調整基金等各基金への積立金の増額や、長与町ふれ

あいセンター管理費で西彼中央土地開発公社所有用地の一部を買い戻す経費

等を計上をいたしております。 

 ３款民生費では、幼児医療費の増額、国民健康保険特別会計繰出金の増額、
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高田保育所建てかえに関連する西彼土地開発公社保有用地の一部を買い戻す

経費の補正、保育所運営費補助金等の補正、介護保険特別会計繰出金の増額、

後期高齢者医療療養給付費負担金の増額を計上いたしております。 

 ４款衛生費では、長与・時津環境施設組合負担金等不用額見込みによる減

額や、長崎市に処理をお願いをいたしております下水道区域内の排水管の整

備に係る負担金の増額を計上いたしております。 

 ６款農林水産業費では、不用額の見込みにより、ながさき鳥獣被害防止総

合対策事業費補助金等の減額を計上いたしております。 

 ７款商工費では、信用保証料補給補助金の減額を計上いたしております。 

 ８款土木費では、南陽台団地の地下水変動調査に係る測量調査委託料の追

加、国の補助事業である市街地整備総合交付金事業の最終事業費調整による

補正、土地区画整理事業特別会計繰出金の増額、街路事業費の事業費調整に

係る補正、不用額見込みによる耐震診断補助金の減額等を計上いたしており

ます。 

 ４ページからの１０款教育費では、各基金への積立金の増額、長与小学校

校舎建築事業費の事業費調整に係る補正、移動図書館車の導入時期の変更に

伴う補正、体育施設整備工事費の増額等を計上いたしております。 

 １２款公債費では、地方債に係る利子の最終見込みによる補正と、一時借

入金利子分の概算減額を計上いたしております。 

 以上が歳入歳出予算補正の主な内容でございます。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費補正では、変更分として、土地区画整理事業特別会計

繰出金の増額１件、追加分として、電算システム運用開発委託料以下９件に

つきまして、年度内の完了が困難であると見込まれる繰越予定額をお願いを

いたしております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第３表、債務負担行為補正では、公用車リース料について期間を１年間延

長するお願いでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第４表、地方債補正では、し尿投入施設整備事業以下４件につきまして、

限度額の変更をお願いするものでございます。 

 以上が補正の主な内容でございます。 

 議案の後に説明書を添付をいたしておりますので、御参照を賜りたいと思

います。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑ありませんか。 

 １９番、吉岡清彦議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 質問いたします。説明書の方の２１ページ、１１目のふれあいセンター管

理費の中で公有財産の購入費１億３,４００万ですか、これが場所的にどの
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地域なのか、そしてその用途としてこれがどういう形で今後なっていくのか、

１点ですね、お願いします。 

 それと２９ページ、一番下段の１億１,６００万の町道新設が、これがマ

イナスですけども、どういう形でなったのかより詳しくお願いします。 

 あと３１ページの上段の公有財産購入費がマイナス５,３００万、これが

どういう形でマイナスになったのか、条件がどういう形でマイナスになった

のか、ちょっとその点を質問いたします。よろしくお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 中山地域政策課長。 

地域政策 （中山祐一君） 

課  長  ２１ページの２款１項１１目ふれあいセンター管理費の公有財産購入費で

すけれども、これがふれあいセンターの２段目ですね、今回保育所用地とし

ても購入をされますけれども、あと残りの大部分の部分が駐車場として利用

するということで購入をさせていただく。 

議  長 （山口経正議員） 

 日野都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  ２９ページの工事請負費の１億１,６００万減の理由でございます。今年

度は旧まち交で４路線計画しておりまして、そのうち高田小学校線というの

がループのとこなんですが、これが県事業がループなんですが、その横の高

田小学校線の玄関から百合野方面に行く道路を計画しておりましたが、高田

の方の繰り越しの理由によりその分は外しております。 

 それから２路線ございまして、もう一路線が池堂西時津線ということで、

これも用地補償と工事の一部を考えておりましたが、この辺は工程的なもの

がありましたので、この分の本工事を外しております。以上です。 

 それと３１ページの用地費の５,３８５万６,０００円の減額理由でござい

ますが、これもまち交の分でございまして、主な理由といたしまして池堂西

時津線、これ最初の計画よりも実際減った分ということと、あと平木場線の

分で、これも用地を計上しておりましたが、２２繰りの方で充当しましたの

で、その分が落ちております。 

 それとあと一路線、自由が丘団地から高田南の区画道路の方へ連絡する道

路で、今年度測量設計と用地を計上しておりましたが、道路勾配の基準の方

がかなり急勾配になっておりまして、新たに見直す必要がございましたので、

用地の方はちょっとできなかったということで、その分は落としております。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっています議案第１３号は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま総務常任委員会に付託しました議案第１３号は、会議規則第４６

条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第１４、議案第１４号、平成２３年度長与町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１４号、平成２３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ８,４３８万１,０００円を追加して、補

正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億８,７６２万５,０００円とする

ものでございます。 

 今回は医療給付費の伸びが大きかったことと、昨年度に追加交付を受けま

した療養給付費負担金につきまして実績報告に基づき返還するようになり、

当初予算で算定した歳出額に対する歳入額が残った基金等を取り崩しても不

足となり、医療費等の支出に不足が生ずると計算されることから、一般会計

から法定外の繰り入れをお願いした補正となっております。 

 それでは、歳入歳出につきまして御説明を申し上げます。 

 予算書の２ページお願いいたします。 

 ３款から７款の補正額につきましては、現時点による交付金等の決定によ

るもので、医療費の大幅な伸びや共同事業費等の実績による交付額決定によ

るものでございます。 

 ９款１項他会計からの繰入金は、医療給付費及び国への返還金に充てる額

を一般会計より繰り入れるもので、次年度以降において段階的に繰入額の調

整により対処してまいりたいと考えております。 

 ２項基金繰入金は、先ほど申し上げました理由と同様に、歳入不足を補う

ため、残った基金のすべてを取り崩すものであります。これによりまして基

金の残はなくなりましたので、次年度から鋭意努力し、少しずつ蓄えていく

必要があると考えております。 

 次に、歳出でございます。 
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 ３ページお願いいたします。 

 １款１項総務管理費につきましては、連合会の国保システムが更新され、

新しく全国統一システムとなりましたが、その稼働時期がおくれたことによ

る経費の増を県内全市町で分担して支払うもので、７万５,０００円を増額

をいたしております。 

 ２款保険給付費につきましては、先ほど御説明を申し上げましたように、

第２号補正で増額させていただきましたが、それ以上に支出が伸びたことに

よるものでございます。 

 一般被保険者療養給付費が前年同期に比べ３.９％、退職被保険者等療養

給付費が同じく４９.９％伸びております。 

 額につきましては、一般が第２号補正時の月平均１億９,９００万円が月

平均２億３００万円に、退職等が同じく第２号補正時の月平均１,６１９万

円から２,１００万円に伸びております。 

 このことにより、療養諸費について、既定予算２６億４,５４９万５,００

０円に対し、５,７７８万９,０００円を増額をし、２７億３２８万４,００

０円とするものでございます。 

 これは一般被保険者療養給付費として３,７４５万９,０００円、退職被保

険者等療養給付費として２,０３３万円をそれぞれ増額をいたしております。 

 ７款共同事業拠出金でありますが、高額医療費共同事業医療費及び保険財

政共同安定化事業に対する拠出金の決定通知による減額でございます。既定

予算４億９,８２４万７,０００円に対し、２,８９２万２,０００円を減額を

し、４億６,９３２万５,０００円とするものでございます。 

 １１款１項償還金及び還付加算金でありますが、療養給付費の交付時の算

定が３月から１１月までの医療費分を基礎として算出するため、例年翌年度

に過年度返還金として２,０００万円前後を返還をいたしておりましたので、

今年度もこの金額を想定をしておりましたが、２２年度末に国から追加交付

された額について、医療給付実績と一致しないとのことから、返還すること

となりました。これは県内すべての市町が該当をいたしております。 

 既交付額５億７,３６８万５,５２６円に対し、決定額が５億１,８２４万

５,９５６円となり、追加交付分の３,２４６万円を含め、５,５４３万９,０

００円を返還するものでございます。 

 以上が今回補正の主な内容でございます。 

 なお、説明資料といたしまして、平成２３年度長与町国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）に対する説明書を添付をいたしておりますので、御参

照を賜りたいと思います。 

 以上が主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 
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 １点だけお伺いします。説明書の１４、１５ページの、町長も説明があり

ましたが、過年度療養給付費の返還金ですが、追加交付された額も含めて返

還をするというふうなことで、ちょっとここら辺がなぜそういう実態になっ

たのかもう少しわかりやすく詳しく説明していただけないでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 田島健康保険課長。 

健康保険 （田島弘明君） 

課  長  今、町長が御説明いたしましたような内容なんですけれども、これにつき

ましてはどうも東日本大震災が絡んだ返還のようでございます。はっきりし

た答え県の方に確認したんですけれども、２２年度は全体的なものがあった

から各市町に配分したということだったんですけども、やはり今回国の方か

らきちんとした計算により各市町へ交付するのが正ということで再度計算を

されまして、返還が生じたということでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１４号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第１４号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第１５、議案第１５号、平成２３年度長与町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１５号、平成２３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ７８９万９,０００円を追加し、補正後

の予算の総額を歳入歳出それぞれ３億５,４８７万４,０００円とするもので
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ございます。 

 第１条第２項では、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるも

のといたしております。 

 それでは、歳入につきまして、御説明を申し上げます。 

 予算書の２ページお願いいたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料は、６７１万円を増額計上をいたしており

ます。 

 ３款１項一般会計繰入金は、１１８万９,０００円を増額計上をいたして

おります。 

 それぞれ最終見込み額での計上でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ３ページお願いいたします。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、７８９万９,０００円を最終

見込み額により増額計上をいたしております。 

 以上が今回の補正の主な内容でございます。 

 なお、本案に対する説明書を添付をいたしておりますので、御参照を賜り

たいと思います。 

 どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１５号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第１５号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第１６、議案第１６号、平成２３年度長与町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 
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 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１６号、平成２３年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３号）

につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 今回の補正は、保険事業勘定の歳入歳出それぞれ８,４５６万円を追加し、

補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億７,８６０万円、介護サービ

ス事業勘定の歳入歳出それぞれ２９０万８,０００円を追加し、補正後の予

算の総額を歳入歳出それぞれ２,１２０万２,０００円とするものでございま

す。 

 予算書の２ページをお願いいたします。 

 保険事業勘定の歳入につきましてで御説明を申し上げます。 

 ３款国庫支出金、４款支払い基金交付金、５款県支出金、７款繰入金につ

きましては、保険給付費の最終見込み額により増額補正をいたしております。 

 ８款繰越金につきましては、平成２２年度決算による繰越金でございます。 

 ３ページお願いいたします。 

 歳出でございますが、２款１項介護サービス等諸費は８,４５６万円増額

計上をいたしております。最終見込み額によるものでございます。 

 ４ページお願いいたします。 

 明許繰り越し費でございます。介護保険事業として、２６０万円をお願い

をいたしております。 

 次に、介護サービス事業勘定について御説明を申し上げます。 

 歳入でございます。 

 ５ページお願いいたします。 

 ２款１項繰越金は、２９０万８,０００円を増額計上をいたしております。

これは平成２２年度分の繰越金でございます。 

 ６ページお願いいたします。 

 次に、歳出でございます。 

 １款１項指定介護予防支援事業費を２９０万８,０００円増額計上をいた

しております。 

 以上が今回補正の主な内容でございます。 

 なお、説明資料として説明書を添付をいたしておりますので、御参照賜り

たいと存じます。 

 どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっています議案第１６号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第１６号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第１７、議案第１７号、平成２３年度長崎都市計画事業長与町土地区

画整理事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１７号、平成２３年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特

別会計補正予算（第２号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ５００万円を減額いたしまして、補正後

の総額を１０億８,００５万５,０００円とするものでございます。 

 それでは、歳入について御説明を申し上げます。 

 予算書の２ページをお願いいたします。 

 １款１項国庫補助金は、補助事業費の変更に伴い、３,２７１万円を減額

計上をするものでございます。 

 ２款１項県補助金は、同じく補助事業費の変更に伴い、５０万円を減額計

上するものでございます。 

 ４款１項一般会計繰入金につきましては、補助事業費の変更に伴い、２,

８２１万円を増額計上するものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ３ページお願いいたします。 

 １款１項都市計画費５００万円につきましては、歳入で御説明申し上げま

したように、補助事業費の変更に伴い、県事業の委託料を減額するものでご

ざいます。 

 ４ページお願いいたします。 

 繰越明許費として、高田南土地区画整理事業で２億７,６６０万円をお願

いをいたしております。 

 内容につきましては、工事が４件、補償が２件となっております。 

 以上が今回補正の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申

し上げます。 
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議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

 １３番、佐藤 昇議員。 

 １３番 （佐藤 昇議員） 

 １点だけお伺いいたします。国と県の事業費が減額したために一般会計か

らの繰入金がふえたのかなという理解をしておりますが、これの詳しいいき

さつをもうちょっと教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 日野都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  御説明申し上げます。 

 まず、国庫補助金３,２７１万減額がございましたが、この７ページの方

に詳細に、上段に活力基盤が２７１万、これ一応５％留保で戻りましたけど

も、事業の関係上、事業費が落ちまして、２００万ぐらい落ちてます。 

 それから次の下に市街地整備総合交付金３,０００万とございますが、こ

れは通常事業費が１億５,０００万でございまして、その４割充当分が６,０

００万、これ当初予算６,０００万でしておりましたが、まち交の全体的な

調整の関係上、例えば過年度に余分にもらったりしていたとか、そういう調

整上３,０００万落としておりまして、これが主な理由でございます。以上

です。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１７号は、建設産業常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第１７号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第１８、議案第１８号、平成２３年度長与町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１８号、平成２３年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 今回の補正は、第２条、収益的収入及び支出の収入で、第１款水道事業収

益、第１項営業収益を１,７３４万７,０００円の減額補正を行い、総額を６

億９,９４４万２,０００円といたしております。 

 これは水道料金及び加入金の減額が主なものでございます。 

 支出では、第１款水道事業費、第１項営業費用を４８９万１,０００円及

び第２項営業外費用を１５８万２,０００円の増額補正を行い、総額を５億

８,７１５万４,０００円といたしております。 

 これは減価償却費及び消費税及び地方消費税の増額によるものでございま

す。 

 次に、第３条、資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的収入、第１項

負担金を３９３万８,０００円の減額補正を行い、総額を１,０７８万７,０

００円といたしております。これは高田南土地区画整理事業に伴う負担金の

減額でございます。 

 支出では、第１款資本的支出、第１項建設改良費を３,２２０万円の減額

補正を行い、総額を３億４,９１８万７,０００円といたしております。 

 これは入札等による工事請負費の減額が主なものでございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億３,８４０万円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,０３０万８,０００

円、過年度分損益勘定留保資金１,０００万円、当年度分損益勘定留保資金

１億１,００１万２,０００円、減債積立金１億１,９５７万１,０００円及び

建設改良積立金８,８５０万９,０００円で補てんする予定でございます。 

 以上が今回補正の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申

し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１８号は、建設産業常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第１８号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限
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をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第１９、議案第１９号、平成２４年度長与町一般会計予算を議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第１９号、平成２４年度長与町一般会計予算につきまして、提案理由

の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２４年度一般会計予算の総額を１１８億８,６６６万円といたしてお

ります。 

 この予算規模は、平成２３年度に比べて３億５,８０２万円、２.９％の減

となっております。本年４月に町長選挙が予定をされているため、義務的経

費や継続的な経常経費を中心とした、いわゆる骨格予算という位置づけで編

成をいたしております。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから７ペ

ージまでの第１表、歳入歳出予算に記載をいたしておりますが、その主なも

のを御説明を申し上げます。 

 歳入の１款町税は、４１億９,９７７万５,０００円計上いたしております。

前年度比１,４５３万３,０００円、０.３％の増額でございます。個人町民

税及び町たばこ税を増額する一方、固定資産税及び都市計画税を減額をいた

しております。 

 ２款地方譲与税から８款地方特例交付金までにつきましては、平成２２年

度決算額等を参考に合わせて１,５００万円の減といたしております。 

 ９款地方交付税は、３ページの１０款交通安全対策特別交付金は、前年度

同額を計上をいたしております。 

 １１款分担金及び負担金では、児童福祉費負担金の保育料、清掃費負担金

の長与・時津環境施設組合派遣職員給与負担金等２億６,２５７万４,０００

円を計上いたしております。 

 １２款使用料及び手数料につきましては、都市計画使用料、住宅使用料の

使用料及びごみ・し尿収集の手数料等の手数料、合わせて１億４,６７０万

１,０００円を計上いたしております。 

 １３款国庫支出金は、１５億１,８３２万５,０００円、３億９９４万円の

減でございますが、子ども手当負担金の減額が大きな要因となっております。 

 １４款県支出金は、６億４,５４９万８,０００円、７,７９１万５,０００
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円の減で、安心こども基金事業費補助金の減額が主なものでございます。 

 １５款財産収入は、１８４万８,０００円、１,２７８万６,０００円の減

で、普通財産売り払い収入の減によるものでございます。 

 １６款寄附金は、前年同額でございます。 

 １７款繰入金、２項基金繰入金では、財源調整として財政調整基金、減債

基金からの繰り入れと、特定目的基金からの繰り入れ合わせて９億１,６５

８万６,０００円を計上いたしております。 

 １８款繰越金は、前年同額でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １９款諸収入では、小規模企業振興資金預託金元利回収金など、雑入など、

８,４２４万円を計上いたしております。 

 ２０款町債は、１７億４,２１０万円、１億４,２００万円の増額となって

おります。これは小学校施設整備事業債の増額によるものでございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 冒頭申し上げましたように、骨格予算として編成をいたしましたため、多

くの科目で減額となっております。 

 １款議会費では、議員共済会給付費負担金の減額により１億６,９２７万

８,０００円の計上で、前年度比１,４９７万７,０００円の減となっており

ます。 

 ２款総務費は、１３億８,６３５万９,０００円で、前年度比５,７６３万

４,０００円の減となっております。１項総務管理費での企画費や電子計算

費の減、２項徴税費での賦課徴収費の減、４項選挙費の減等が主な要因でご

ざいます。 

 ３款民生費は、３６億３,６８４万９,０００円、前年度比４億６,１８７

万円の減となっております。１項社会福祉費の障害福祉費や、３項老人福祉

費の後期高齢者医療費を増額した一方、２項児童福祉費で子ども手当を減額

をいたしております。 

 ４款衛生費は、１１億２,７５１万２,０００円で、前年度比２,５１５万

６,０００円の減となっております。予防接種委託料の減が主な要因でござ

います。 

 ５款労働費は、３,５７４万２,０００円で、ほぼ前年並みとなっておりま

す。 

 ６款農林水産業費は、２億１,４６２万２,０００円で、前年度比２,１０

６万８,０００円の増でございます。 

 １項農業費の農業委員会費、農業総務費及び農業振興費の増額が主な要因

でございます。 

 ７款商工費では、案内板等作成経費が減となり、５,４１８万９,０００円

を計上いたしております。 

 ６ページの８款土木費は、１５億６,７０６万円で、前年度比７,４７０万

５,０００円の減でございます。２項道路橋梁費は増、５項都市計画費の土
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地区画整理費と街路事業費は減となっております。 

 ９款消防費は、前年度並みの３億９,３００万２,０００円を計上いたして

おります。 

 １０款教育費は、２０億４,４７３万２,０００円で、前年度比２億５,９

３８万３,０００円の増となっております。２項小学校費の長与小学校校舎

建築事業費、３項中学校費の教育振興費、６項社会教育及び社会教育総務費

等の増額が主な要因でございます。 

 １１款災害復旧費では、１,１５９万２,０００円、前年度比１３２万５,

０００円の減となっておりますが、今年度より職員の人件費を他の科目へ移

行いたしましたので、事業費ベースでは増額計上となっております。 

 １２款公債費では、元金が微増、利子が微減となる見込みで、ほぼ前年度

並みの１２億２,５７２万２,０００円を計上いたしております。 

 １３款諸支出金及び１４款予備費は、前年度同額を計上をいたしておりま

す。 

 以上が歳入歳出予算の主な内容でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為では、公用車リース料以下７件につきまして、期間

及び限度額を定めております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債では、土地区画整理事業以下５件につきまして、起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

 以上、概要を御説明を申し上げましたが、予算に関する説明書を添付をい

たしておりますので、御参照を賜りたいと存じます。 

 以上が当初予算の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申

し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

 １９番、吉岡清彦議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 では、説明書がありますので、ちょっと説明書を開きながら質問したいと

思います。１４５ページの教育関係ですけども、ここで屋外運動場の整備費

がありますけども、明細見ると北小と南小で分かれてるみたいですけども、

どういう形でこのグラウンドというんですかね、工事をされていくのか、ち

ょっと内容的なことをお願いいたします。 

 それと同じ１５５ページ、社会教育関係になるんですけども、この中にた

しか補助金の中では各小学校区に青少年育成協議会というのがありますけれ

ども、そこの補助があってるわけですけども、その財源として何か社会福祉

協議会からいただいてるものもって再度それを配分してるような中身を時々

私も見るわけですけども、やっぱりその制度として余りよくないような気が

しますので、それはいつまで続くか、あるいはまたいただくのか確定も難し
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いですので、やっぱりこの本会計の方からそれぐらいはアップして今後検討

していく必要があるんじゃないかという気がしますけども、それについての

取り組みをよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 森川教育総務課長。 

教育委員会 （森川敏幸君） 

総務課長  １４４ページ、１４５ページの１０款教育費、２項小学校費、１５節の工

事請負費、屋外運動場整備工事費でございますけれども、これにつきまして

は北小と南小の運動場整備工事でございます。 

 その理由としましては、以前から北小、南小から老朽化によります運動場

の改修要望があっておりまして、そしてまたそういう中で２６年度には国体

がございます。その練習会場になるということで今回整備をお願いしてると

ころでございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 和泉生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  先ほど吉岡議員さんの御指摘でございますけれども、社会福祉協議会の方

から、ちょっと詳しい資料手元に持ち合わせておりませんけれども、青少年

育成協議会の方に助成をいただいております。それにつきましてはそれぞれ

各小学校区にございます育成協議会の方の活動にということで、それぞれ配

分させていただいてるところでございますけれども、それは何と申しますか、

過去の経緯等についてはちょっと存じない部分もございますけれども、社会

福祉協議会の活動の中で各地区の青少年育成の健全に寄与していただくとい

うことでの趣旨でいただいてるものというふうに理解をいたしております。 

 現在町の方でも予算化いたしまして、青少年育成協議会の活動補助金とい

うことでちょうだいをしておりますけれども、それにつきましても各校区で

の活動に利用をいただいてるというのが現状でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 学校の南小、北小、何かどういう形で排水をよくするために底辺からやり

直すかと、そういうグラウンドの老朽化どうとか、それはいいんですけれど

も、だからどういう形で変わっていくのか、そういう形をもう少しわかりや

すく詳しく説明いただけばと思います。 

 あともう一つの方の青少協の、足らないから向こうから私はもらってると

いう解釈をしてるんですよね。だからそれよりもこちらの方で余り高くない

金額だから今後検討してみたらどうかということを言っとるわけですね。以

上２つです。 

議  長 （山口経正議員） 

 森川教育総務課長。 

教育委員会 （森川敏幸君） 
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総務課長  先ほどの北小、南小の運動場整備工事の内容、工事概要につきましては、

こちらも同じですけれども、表層土の入れかえということで、大々的にはで

きませんが、５センチぐらいの入れかえをするということと、それにあわせ

まして排水勾配ですね、それを調整をするということの工事内容になってお

ります。 

議  長 （山口経正議員） 

 和泉生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  これにつきましては社会福祉協議会そのものもやはり地域福祉といいます

か、そういう意味合いも込めまして経費負担をしていただいてるというふう

に理解をいたしております。そんな、金額ははっきりとちょっと覚えており

ませんけれども、高額ではなかったかと思いますけれども、社会福祉協議会

の活動という意味の中でもやはりそういうふうな支出をされるというのは妥

当ではないのかなというふうには理解をいたしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第１９号は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま総務常任委員会に付託しました議案第１９号は、会議規則第４６

条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第２０、議案第２０号、平成２４年度長与町駐車場事業特別会計予算

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２０号、平成２４年度長与町駐車場事業特別会計予算につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 平成２４年度の駐車場事業特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ７０
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０万４,０００円とするものでございます。 

 この予算額は、前年度より８万３,０００円、１.２％の減額となっており

ます。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出

予算によります。 

 第２条の一時借入金借り入れの最高額は、５００万円と定めるものでござ

います。 

 それでは、歳入につきまして御説明を申し上げます。 

 ２ページお願いいたします。 

 歳入の主なものといたしましては、１款使用料及び手数料、１項使用料７

００万１,０００円を計上をいたしております。 

 次に、歳出でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費は、６７０万３,０００円を計上をいたして

おります。駐車場管理委託料が主なものでございます。 

 ２項繰出金は、存目といたしております。 

 ２款予備費は、３０万円を計上をいたしております。 

 なお、本予算に対する内容につきましては、説明書を添付をいたしており

ますので、御参照を賜りたいと思います。 

 以上が本予算の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２０号は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま総務常任委員会に付託しました議案第２０号は、会議規則第４６

条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限をつ

けることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２０号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 場内の時計で１３時１５分まで休憩します。 
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（休憩１１時５０分～１３時１５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第２１、議案第２１号、平成２４年度長与町国民健康保険特別会計予

算を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２１号、平成２４年度長与町国民健康保険特別会計予算につきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 第１条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億６,１６３万２,０００円

と定めるものでございます。 

 この予算額は、前年度より３億３,８７３万５,０００円、８,２％の増と

なっております。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出

予算によります。 

 第２条の一時借入金の借入額の最高額は、５億円と定めております。 

 第３条は、歳出予算の流用に関する規定でございます。 

 それでは、歳入から御説明を申し上げます。 

 予算書の２ページお願いいたします。 

 １款国民健康保険税８億３,００３万８,０００円は、前年度比１億６,１

０８万５,０００円、２４.１％の増を見込み、計上いたしております。これ

につきましては、昨年の１２月議会で御承認をいただきました国保税の税率

改定に準じて算出した結果でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金７億４,３０２万円は、療養給付費負担

金につきまして、国の定率補助率の２％減を考慮したものとなっており、国

庫負担金全体で、前年度比１,２４８万２,０００円、１.７％の減となって

おります。 

 ２項国庫補助金４億２,４６２万１,０００円は、前年度比２１７万９,０

００円、０.５２％の増の計上をいたしております。これにつきましては、

財政調整交付金のうち、普通調整交付金の増額が大きな要因となっておりま

す。 

 ４款療養給付費交付金は、退職被保険者分の医療費の支出により補てんさ

れるものでありますが、医療費の大きな伸びを勘案し、前年度比６,６４７

万１,０００円、４０.７％の増の２億２,９６７万円を計上いたしておりま

す。 

 ５款前期高齢者交付金は、２２年度精算額の増を含め、前年度比２億６２

７万６,０００円、１８.５％増の１３億１,９５７万７,０００円を計上して

おります。 

 ６款県支出金、１項県負担金２,８４６万円は、高額医療費共同事業負担
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金２,０８６万３,０００円と、特定健康診査等負担金７５９万７,０００円

で、同額を国庫負担金にも計上をいたしておりますが、前年度比７４万２,

０００円、２.７％の増を計上しております。 

 ２項県補助金２億１,１１７万円は、国の定率補助の減額分を県の財政調

整交付金に増額するものが含まれ、前年度比４,２０５万５,０００円、２４.

９％の増で計上いたしております。 

 ７款共同事業交付金４億８,７１７万１,０００円は、高額医療費共同事業

交付金９,７６３万９,０００円と保険財政共同安定化事業交付金３億８,９

５３万２,０００円を計上いたしておりますが、前年度比２２万８,０００円、

０.０５％の減でございます。 

 ９款繰入金、１項他会計繰入金は、一般会計繰入金で、１億５,６１８万

４,０００円で、前年度比４５万４,０００円、０.３％の減でございます。 

 ２項基金繰入金は、財政調整基金が残っておりませんので、今回は計上い

たしておりません。 

 １０款繰越金３,０００万１,０００円は、前年度より減額して計上をいた

しております。 

 次に、歳出でございます。 

 ４ペ－ジお願いします。 

 １款総務費３,１１２万８,０００円は、１項総務管理費の委託料のうち、

外国人登録法の廃止等による電算システム変更委託料が増となることが主な

要因で、前年度比２０３万３,０００円、７％の増となっております。 

 ２款保険給付費３１億４,２９２万２,０００円は、前年度比２億６,７４

４万６,０００円、９.３％の増となっておりますが、その内容といたしまし

ては、１項療養諸費２８億３,７２９万９,０００円が、前年度比２億４,５

８８万６,０００円、９.５％の増及び２項高額療養費２億８,２５１万円が、

前年度比２,１５６万円、８.３％の増となっておることが主な要因でござい

ます。 

 ３款後期高齢者支援金４億８,３６２万８,０００円は、前年度比３,７３

７万１,０００円、８.４％の増で、平成２４年度概算分と平成２２年度精算

分を計上いたしております。 

 ４款前期高齢者納付金５８万７,０００円は、前年度比７０万８,０００円、

５４.７％の減で、平成２４年度概算額及び平成２２年度分の精算額の減に

より計上をいたしております。 

 ６款介護納付金２億３６２万８,０００円は、前年度比９９７万８,０００

円、５.２％の増でございます。 

 ７款共同事業拠出金５億１,６７４万９,０００円は、高額医療費共同事業

医療費拠出金８,３４５万３,０００円及び保険財政共同安定化事業拠出金４

億３,３２９万６,０００円を計上をいたしておりますが、前年度比１,８５

０万２,０００円、３.７％の増でございます。 

 ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費３,６３４万１,０００円は、

前年度比４２４万７,０００円、１３.２％の増となっており、特定健康診査
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等委託料について、平成２４年度は現在策定をいたしております長与町特定

健康診査実施計画の最終年度となります。計画目標値に近づけるような受診

者数を見込み計上いたしております。 

 ２項保健事業費１,３２０万６,０００円は、保健衛生普及費２８５万２,

０００円と疾病予防費１,０３５万４,０００円を計上しておりますが、前年

度比１１５万円、０.９％の減でございます。 

 ５ペ－ジをお願いいたします。 

 １０款、１１款、１２款につきましては、大きな変更はございません。 

 なお、説明資料といたしまして、平成２４年度長与町国民健康保険特別会

計予算に関する説明書を添付をいたしておりますのでを御参照を賜りたいと

存じます。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２１号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第２１号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第２２、議案第２２号、平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計

予算を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２２号、平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計予算の提案理

由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞ



 

－ 275 － 

れ３億７,７８９万６,０００円と定めるものでございます。この予算規模は、

前年度に比べて３,１６５万５,０００円、９.１％の増となっております。 

 第１条第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

第１表、歳入歳出予算によることといたしております。 

 予算書の２ページお願いいたします。 

 歳入について御説明を申し上げます。 

 １款後期高齢者医療保険料は、昨年度比７.１％増の３億３５４万６,００

０円を計上をいたしております。 

 ３款繰入金７,３６８万９,０００円は、事務費繰入金２,４７５万８,００

０円、保険基盤安定繰入金４,８９３万１,０００円を計上いたしております。 

 ４款繰越金は、存目計上でございます。 

 ５款諸収入は、償還金及び還付加算金のほかは存目計上でございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款１項総務管理費９３６万８,０００円は、昨年度比で４５８万９,００

０円の増となっておりますが、これは委託料に住民基本台帳法の改正に伴う

後期高齢システム改修費を計上をしているためでございます。２項徴収費１

６３万２,０００円は、徴収に係る経費を計上をいたしております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金３億６,５２９万３,０００円は、広域

連合への保険料等の納付金でございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は６０万２,０００円、２項繰

出金は存目計上でございます。 

 ４款予備費は、１００万円を計上をいたしております。 

 以上が平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計予算の主な内容でござ

います。 

 なお、説明資料として、予算に関する説明書を添付をいたしておりますの

で、御参照を賜りたいと存じます。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２２号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第２２号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限
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をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第２３、議案第２３号、平成２４年度長与町介護保険特別会計予算を

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２３号、平成２４年度長与町介護保険特別会計予算につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条第１項では、平成２４年度の保険事業勘定の総額を歳入歳出それぞ

れ２４億７,１８５万７,０００円、介護サービス事業勘定の総額を歳入歳出

それぞれ１,８２９万４,０００円といたしております。この予算規模は、保

険事業勘定が１億２,０９３万６,０００円、５.１％の増、介護サービス勘

定は昨年と同額となっております。 

 第１条第２項では、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予

算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によるも

のといたしております。 

 第２条では、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することがで

きる事項、期間及び限度額は、第２表、債務負担行為によるものといたして

おります。 

 第３条では、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入限度額を保険事業勘定３億円と定めております。 

 それでは、歳入歳出の主なものについて、御説明を申し上げます。 

 ２ペ－ジをお願いいたします。 

 保険事業勘定の歳入から御説明をいたします。 

 １款保険料は、第１号被保険者の保険料を５億３,４１０万９,０００円計

上をいたしております。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金は介護給付費負担金４億４,２３４万円

を、２項国庫補助金は調整交付金、地域支援事業支援交付金を９,８９８万

４,０００円計上をいたしております。 

 ４款支払い基金交付金は、第２号被保険者の保険料相当分で、介護給付費

交付金及び地域支援事業支援交付金６億８,９８０万５,０００円を計上いた

しております。 

 ５款県支出金、１項県負担金は介護給付費負担金を３億２,３８９万２,０

００円、２項財政安定化基金支出金は１,３３２万円、３項県補助金は地域
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支援事業交付金を７３６万５,０００円計上をいたしております。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金は、介護護給付費繰入金、地域支援事業

繰入金、その他一般会計繰入金を３億６,０９８万４,０００円計上をいたし

ております。 

 ８款繰越金は、前年度からの繰越金１００万円を計上しております。 

 ９款諸収入は、すべて存目計上でございます。 

 ３ページお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款１項総務管理費は、１,６２２万４,０００円を計上をいたしておりま

す。 

 ２項徴収費は介護保険料徴収嘱託員報酬等として４６７万２,０００円を、

３項介護認定審査会費は認定審査会、認定調査に係る経費を３,５２０万９,

０００円計上しております。５項介護保険運営協議会費は、７１３万１,０

００円の減額となっておりますが、平成２３年度は介護保険事業計画を策定

するための経費を計上していたためでございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費は、要介護及び要支援の認定を

受けた方が利用するサービス費を支払う経費で、前年度比５.５％増の２３

億５,７６３万９,０００円を計上をいたしております。 

 ３款地域支援事業費は、１項介護予防事業費を２,１００万円、２項包括

支援事業・任意事業費を２,４００万円計上をいたしております。 

 ４款基金積立金は、存目計上でございます。 

 ５款公債費、１項公債費は、５０万円を計上をいたしております。 

 ６款諸支出金は保険料還付金を、７款予備費は１,０００万円を計上をい

たしております。 

 ４ペ－ジをお願いいたします。 

 第２表は、保険事業勘定分の新たに設定する債務負担行為でございます。 

 次に、介護サービス事業勘定につきまして、御説明を申し上げます。 

 この勘定は、地域包括支援センターが行う要支援１・２の方へのケアプラ

ン作成の収入を介護予防給付費収入として、ケアマネージャーの報酬、居宅

事業者へのケアプラン作成委託料などを指定介護予防支援事業費として支出

するもので、歳入を５ページに、歳出を６ページに記載をいたしております。 

 歳入歳出それぞれ１,８２９万４,０００円を計上をいたしております。 

 以上が本案の主な内容でございますが、特別会計予算に係る説明書を添付

をさせていただいておりますので、御参照を賜りたいと存じます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 



 

－ 278 － 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２３号は、文教厚生常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第２３号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２３号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第２４、議案第２４号、平成２４年度長崎都市計画事業長与町土地区

画整理事業特別会計予算を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２４号、平成２４年度長崎都市計画事業与町土地区画整理事業特別

会計予算につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２４年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億９,９７０

万３,０００円で事業の推進を図りたいと考えております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 地方債につきましては、高田南土地区画整理事業に伴うもので、限度額１

億円を計上いたしております。 

 歳入歳出の主なものについて御説明を申し上げます。 

 ２ページお願いいたします。 

 歳入でございますが、１款国庫支出金、１項国庫補助金として、高田南土

地区画整理事業費補助金２億２,４５０万円を計上いたしております。 

 ２款県支出金、１項県補助金でございますが、高田南土地区画整理事業費

補助金として４,６００万円を計上をいたしております。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金は、６億２,７０５万９,０００円を計上

いたしております。 

 ５款１項繰越金は、２１３万８,０００円を計上をいたしております。 

 ７款１項町債につきましては、高田南土地区画整理事業の都市開発事業債

を１億円計上をいたしております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款土木費、１項都市計画費は、８億５,５３８万円を計上をいたしてお

ります。 
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 事業内容といたしましては、主に都市計画道路高田線、高田小学校線、三

千隠線、区画道路整備工事及び造成工事、建物移転補償費等を予定をいたし

ております。 

 ２款公債費につきましては、起債償還金１億４,４３２万３,０００円を計

上をいたしております。 

 以上が平成２４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計の

主な内容でございます。 

 説明書を添付をいたしておりますので、御参照を賜りたいと存じます。よ

ろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 少しだけお伺いします。説明の中でも今回の事業費が道路等々と造成工事、

また建物移転補償ということで、町長の施政方針でもこの区画整理事業につ

いては高田線と高田小学校線のループを平成２４年度完成に向け事業の推進

を図るということでありましたが、この工事に係る、なかなかその答えが出

てくるのかよくわからないんですけども、いわば道路工事に係る費用が何％

ぐらいなのかと、造成工事、また建物移転、説明された中でおおよそそうい

うところが説明していただければお願いしたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 平野建設部長。 

建設部長 （平野光夫君） 

 ちょっと計算しますので、しばらく時間をお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

  暫時休憩します。 

（休憩１３時４２分～１３時４２分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 平野建設部長。 

建設部長 （平野光夫君） 

 済みません。工事費、道路工事としまして約２３％でございます。補償費

として約５３％でございます。残りが２４％、その他ということで、よろし

くお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 １９番、吉岡清彦議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 説明書の６ページの一般会計繰り入れ６億ぐらいありますけども、これ入
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れて総額、今まで累計でどれだけなったのかいうのと、説明書の方で２４年

度末で進捗率８６％になってますけども、順調にこれが今後これまでに行く

予定なのか、あるいは補償等々でまだ何かトラブルがあるのか、工事である

のか、ちょっとその点の１年間の見通しお聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 日野都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  ２４年度予算ベースでの進捗率ですけども、これは８６.３％になってお

ります。 

 それから前段で質問のございました繰入金につきましては、今までの総額

という意味でしょうか。当然繰入金は、事業費から国費、県費等を差し引き

したもんでございますので、事業ベースと同じく比例していくものでござい

ますので、事業進捗率と同等というふうに理解しております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 答弁になっておらんようですけども、後でわかったら累計でいきますか。 

 日野都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  繰入金自体の詳細な累計というのは出しておりません。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２４号は、建設産業常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第２４号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２４号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第２５、議案第２５号、平成２４年度長与町水道事業会計予算を議題

とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 
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 議案第２５号、平成２４年度長与町水道事業会計予算につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 第２条の業務の予定量といたしまして、平成２４年度末給水戸数を１万５,

３８８戸、年間総給水量を３６６万９,６１２立方メートル、１日平均給水

量を１万５４立方メートルと見込んでおります。 

 第３条の収益的収入及び支出の収入では、第１款水道事業収益６億９,９

５１万円を見込んでおります。 

 この主なものは、水道料金の６億７,９３１万２,０００円でございます。 

 支出では、第１款水道事業費５億９,６３４万円を予定しております。 

 この主なものは、水道施設等の維持管理費５億３,９５６万２,０００円及

び企業債の支払い利息など４,１９９万７,０００円でございます。 

 第４条の資本的収入及び支出の収入では、第１款資本的収入９７２万５,

０００円を見込んでおります。 

 これは分岐工事負担金及び高田南土地区画整理事業負担金でございます。 

 支出では、第１款資本的支出３億２５５万８,０００円を予定しておりま

す。 

 この主なものは、第１浄水場２系沈殿池排泥装置取りかえ工事及び高田地

区配水管布設工事などの建設改良費１億７,５２８万３,０００円及び企業債

償還金１億２,５２７万５,０００円でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億９,２８３万３,

０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７８７万６,

０００円、当年度分損益勘定留保資金１億１,８２２万５,０００円、減債積

立金１億２,５２７万５,０００円及び建設改良積立金４,１４５万７,０００

円で補てんする予定でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第５条の一時借入金の限度額を３億円を予定しております。これにつきま

しては、災害等の緊急時に備えてお願いするものでございます。 

 第６条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、営業費用と

営業外費用間といたしております。 

 第７条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給

与費１億３,１３９万円及び交際費１０万円を予定しております。 

 第８条の棚卸資産の購入限度額は、４９６万８,０００円を予定しており

ます。 

 以上が平成２４年度長与町水道事業会計予算の主な内容でございます。 

 なお、説明書を添付をいたしておりますので、御参照を賜りたいと存じま

す。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 
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 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２５号は、建設産業常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第２５号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第２６、議案第２６号、平成２４年度長与町下水道事業会計予算を議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２６号、平成２４年度長与町下水道事業会計予算につきまして、提

案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページお願いいたします。 

 第２条の業務の予定量でございますが、平成２４年度末排水戸数を１万５,

３１１戸、年間総排水量を４４６万２,９１２立方メートル、１日平均排水

量を１万２,２２７立方メートルと見込んでおります。 

 第３条の収益的収入及び支出の収入では、第１款下水道事業収益８億７,

８８７万５,０００円を見込んでおります。 

 この主なものは、下水道使用料６億５,６１６万円、一般会計からの補助

金２億１,９００万円でございます。 

 支出では、第１款下水道事業費６億７,０１７万８,０００円を予定してお

ります。 

 この主なものは、下水道施設等の維持管理費２億５,３８８万９,０００円

及び企業債の支払い利息１億１,０８１万８,０００円でございます。 

 第４条の資本的収入及び支出の収入では、第１款資本的収入５,５０７万

円を見込んでおります。 

 これは浄化センターより発生をいたします消化ガスの有効活用に係る設計

委託、汚水管渠整備工事に伴う国庫補助金及び他会計負担金が主なものでご

ざいます。 
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 支出では、第１款資本的支出４億２,２８４万５,０００円を予定しており

ます。 

 この主なものは、消化ガス発電設備設計委託及び高田南土地区画整理事業

地区及び岡地区汚水管渠整備工事等で１億９,０３８万９,０００円、企業債

償還金２億３,１４５万６,０００円でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億６,７７７万５,

０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７０２万８,

０００円、過年度分損益勘定留保資金２億３,３３８万９,０００円及び減債

積立金１億２,７３５万８,０００円で補てんする予定でございます。 

 第５条の債務負担行為につきましては、水洗便所改造資金に対する利子補

給補助金として、平成２５年度から平成２９年度までの期間とし、限度額を

５万円といたしております。 

 第６条の一時借入金につきましては、借入限度額を３億円といたしており

ます。 

 ２ページお願いいたします。 

 第７条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、営業費用と

営業外費用間の流用を予定しております。 

 第８条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまし

ては、職員給与費７,８３４万９,０００円、交際費１０万円を予定しており

ます。 

 第９条の他会計からの補助金につきましては、一般会計からの補助金２億

３,１００万円は起債の支払い利息等に充当する予定でございます。 

 以上が平成２４年度長与町下水道事業会計予算の主な内容でございます。 

 なお、説明書を添付をいたしておりますので、御参照を賜りたいと存じま

す。 

 以上が本案の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑行います。 

 質疑はありませんか。 

 １３番、佐藤 昇議員。 

 １３番 （佐藤 昇議員） 

 １点だけちょっと質問いたしますが、説明資料の中で２４年度資金計画と

いうのがありますけれども、３ページですかね、その３つ目の前年度未収金

というのが前年度決算見込みが５,２００万ぐらいで、当年度が３億４,００

０万ぐらい、相当膨らんでるんですけれども、これの中身は多分金融機関が

年度末に休みなのかなということなのかなと思ったりしてるんですが、それ

で先ほど水道のときも気づいたんですけれども、水道の方の資金計画では前

年度、当年度の数字の動きが逆なってるんですよね。ちょっとこの辺の流れ

がわからないもんですから、説明をお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 
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 暫時休憩します。 

（休憩１３時５８分～１３時５８分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 浦川下水道課長。 

下水道課長 （浦川圭一君） 

 先ほどの件なんですけども、未収金につきましては御指摘のとおり曜日の

関係で使用料が年度内に入ってないということが原因になっております。そ

れで国費とか起債の関係も翌年度に入ってきてるという状態で、それが原因

になっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 佐藤議員。 

 １３番 （佐藤 昇議員） 

 水道は終わりましたからもう質問できませんが、ということは下水道事業

のこの前年度未収金については曜日の関係とか国からの補助金あたりが年を

またいで入ってるから未収金の計上額が大きいという理解でよろしいんです

か。 

議  長 （山口経正議員） 

 浦川下水道課長。 

下水道課長 （浦川圭一君） 

 そのように理解していただいて結構だと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 １９番、吉岡清彦議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 予算書の１ページの４条の資本的収入支出の欄の支出の方の建設改良の中

で１億９,０００万、液化ガスとか高田南とか岡地区は言われましたけども、

より詳しく、特に液化ガスの件についての説明等々をいただければと思って

おります。よろしくお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 浦川下水道課長。 

下水道課長 （浦川圭一君） 

 お答えいたします。 

 建設改良費の支出につきましては、岡地区の汚水管布設工事、これを完了

させて早期に供用開始を図るということで考えております。 

 それと高田南の施工にあわせまして随時管渠を布設していくということで

考えております。 

 あと浄化センターの消化ガスを有効利用して今後発電システムをつくると

いうことで、２４年度に設計委託を予定をしております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 
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 １９番 （吉岡清彦議員） 

 その浄化センターの消化ガスの件は、何年度ぐらいからもし稼働とすっと

可能なんですかね。ちょっとそこのところお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 浦川下水道課長。 

下水道課長 （浦川圭一君） 

 予定では２４年度で設計をいたしまして、２５年度に工事をして完成の予

定でございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２６号は、建設産業常任委員会に付託

します。 

 お諮りします。 

 ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第２６号は、会議規則第

４６条第１項の規定によって、３月２２日までに審査を終了するよう、期限

をつけることにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号は、３月２２日までに審査を終了するよう、期限を

つけることに決定しました。 

 日程第２７、議案第２７号、人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 葉山町長。 

町  長 （葉山友昭君） 

 議案第２７号、人権擁護委員の推薦につきまして、提案理由の御説明を申

し上げます。 

 人権擁護委員につきましては、現在委員であります田中嘉昭氏の任期が本

年の６月末日をもって満了となるわけでございます。引き続き田中氏を推薦

をいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求

めるものでございます。 

 田中氏は、嬉里郷にお住まいで、平成１５年３月に長崎県庁を退職をされ、

平成２１年７月から現在まで人権擁護委員として御活躍をいただいておるわ

けでございます。 

 人権擁護委員としての使命を果たされてきたこの実績もございます。今後

におきましても積極的な活動が期待をされるわけでございまして、ぜひこの
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人権擁護委員に推薦をしたいと考えておるところでございます。御審議の上、

御意見を賜りますようにお願いを申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第２７号は、会議規則第３９条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２７号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 反対、賛成、いずれでも結構です。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２７、議案第２７号、人権擁護委員の推薦についてを採

決します。 

 本案について、適任とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり適任とされました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

                            （散会 １４時０６分） 


